
第３章 リスクアセスメント導入のための資料集 

92 （足場) 
作業者が、ガラス張り屋根の清掃中、誤ってガラス面を踏み抜き、墜落し骨

折する。 

93 （足場) 
作業者が玄関ヒサシの上でポール作業をしていた際、後方の確認をしなか

ったので、後頭部より転落し、骨折する。 

94 （サッシ） 
作業者が、窓の清掃をするためサッシを取り外したとき、サッシが重かった

ので、足の上に落として骨折する。 

95 （薬品） 
作業者が外壁清掃の際、ゴム手袋をして酸性系の洗浄剤で作業していた

が、ゴム手袋に穴があいた状態で長時間侵されたので、手の爪に壊死を起

こす。 

96 （浴室） 
作業者が、バスタブ内を洗浄しているとき、脚を滑らせてバランスを崩して転

倒し、バスタブの縁で打撲する。 

97 （浴室） 
作業者が、シャワーブース内を洗浄しているとき、誤ってシャワーが出たこと

に驚き、反射的に身体を動かしたため、壁に足をぶつけて打撲する。 

98 （浴室） 
作業者が、客室内のバスルームを清掃しているとき、落ちていた使用済み

のカミソリの刃に気付かずに、床の拭き上げのため膝をついたところ、膝を

裂傷する。 

99 （浴室） 
作業者が、客室内の湯沸かしポットの水替え作業をしているとき、蓋を開け

たまま不安定な場所に置いていたためにポットが倒れて、中の熱湯が足に

掛かり火傷する。 

100 （浴室） 
作業者が、浴室内の高所を拭き上げるとき、バスタブの縁に立って作業を

行ったところ、バランスを崩して転倒し、骨折する。 

101 （ゴミ処理） 
作業員が、ゴミ箱の中のゴミを処理しようとしたところ、カミソリの刃が混入し

ていたため、指を裂傷する。 

102 （ゴミ処理） 
作業者が、空き缶をダストワゴンの中に入れるとき、入り口に引っかかったの

で、押し込もうとしたところ、誤って開口部を押して、指を裂傷する。 

103 （リネン） 
作業者が、客室内を移動するとき、床に置いていた汚れリネンに足を引っ

掛けて転倒したが、両手にグラスを持っていたため床に手を付けられず、胸

を強打する。 

104 （リネン） 
作業者が、リネン倉庫からリネンワゴンを引き出そうと引っ張ったところ、取っ

手が外れて後方に転倒し、骨折する。 

105 （リネン） 
作業者が、リネンの補充をしようと、中を確認せずに倉庫に入ったところ、立

て掛けてあった脚立が倒れ、足を打撲する。 

106 （リネン） 
作業員が、使用済みのリネンをワゴンに積んで回収するとき、誤ってワゴン

の扉に指を挟み骨折する。 

107 （リネン） 
作業者が、ホテルで洗濯物専用ダクトに洗濯物を投入の際、誤って同ダク

トに転落し、全身を強打する。 

108 （ベッドメイク） 
作業者が、補助ベッドを組み立ててシーツを張る作業をしているとき、フック

の固定が不十分であったため、折りたたみ式の脚が折れてベッドが落下し、

骨折する。 

109 （ベッドメイク） 
作業者が、ベッドメイクのためにベッド本体を引き出したところ、重さのため、

背中を痛める。 

110 （ベッドメイク） 
作業者が、ベッドメイク中に、窓側とベッドの狭い隙間から身体を抜くとき

に、垂れ下がっていたベッドカバーに足を引っ掛けて転倒し、打撲する。 
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